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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の肩ストラップと、
　腰ストラップと、
　前記複数の肩ストラップ及び前記腰ストラップを相互接続する重量配分組立体と、を備
えるセーフティハーネスであって、前記重量配分組立体は、前記複数の肩ストラップの近
傍から前記腰ストラップの近傍へ荷重を移すように構成され、配置されており、
　前記重量配分組立体は、前記複数の肩ストラップを相互接続する背当て組立体を含み、
　前記重量配分組立体は、支持組立体を含み、前記背当て組立体は、Ｄ環を含み、前記支
持組立体は、前記Ｄ環上方の上部位置及び前記Ｄ環下方の下部位置の少なくとも一方にお
いて前記背当て組立体に動作可能に接続されている、セーフティハーネス。
【請求項２】
　前記重量配分組立体は、前記腰ストラップが通される尻当てを含む、請求項１に記載の
セーフティハーネス。
【請求項３】
　背当て組立体と、
　腰ベルト及び尻当てのうちの少なくとも一方と、
　前記背当て組立体と、前記腰ベルト及び前記尻当てのうちの前記少なくとも一方とを相
互接続する複数の肩ストラップと、
　前記背当て組立体と、前記腰ベルト及び前記尻当てのうちの前記少なくとも一方とを相
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互接続する支持組立体とを備えるセーフティハーネスであって、前記支持組立体は、前記
背当て組立体の近傍、及びそれにより、前記複数の肩ストラップの近傍から、前記腰ベル
ト及び前記尻当てのうちの前記少なくとも一方の近傍へ荷重を移すように構成され、配置
されている、セーフティハーネス。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　様々な職業は人々を比較的危険な高さにおける不安定な位置に配置する。そのため、落
下防護又は落下阻止安全装置の必要性を生じさせる。とりわけ、このような装置は通常、
支持構造体と、支持構造体の近傍で作業する人によって装着されたセーフティハーネスと
の間で相互接続されるセーフティラインを含む。
【０００２】
　一般的に使用されているセーフティハーネスは、ユーザの肩を覆って延びるしなやかな
ウェビングを含み、ユーザの肩には、セーフティハーネス、工具、及びセーフティハーネ
スに接続されたその他の機器からの相当な量の重量が加わる。調整要素を有する工具ベル
トを含むハーネスは、工具ベルトに接続された工具に関連付けられる荷重を実際に低減す
るが、ハーネスの上方部分、又はハーネスの背部Ｄ環に取り付けられることがある補助機
器の重量の支持を助けない。したがって、これらの種類のハーネスの不利点は、ユーザの
肩に加わる荷重が不快感を生じさせ、これが疲労をもたらし得ること、複数の肩ストラッ
プ内の張力が、胸ストラップ、及び背部Ｄ環より上のその他の構成要素を上方へ移動させ
、これにより、無用の再調整が必要になること、並びに背部Ｄ環が、個人用自動引き込み
式命綱（self-retracting lifeline、ＳＲＬ）、エネルギー吸収ランヤード、拘束ランヤ
ード、及びその他の落下防護機器の重量で、ユーザの背中の上を下方に滑り、適切な調整
が崩れやすいことである。
【０００３】
　前述の理由のために、及び本明細書を読み、理解することで当業者に明らかになるであ
ろう、後述する他の理由のために、当技術分野においては、重量配分組立体を有する改善
されたセーフティハーネスが必要とされている。
【発明の概要】
【０００４】
　従来のデバイスに付随する上述の問題は本発明の諸実施形態によって対処され、本明細
書を読み、理解することによって理解されるであろう。以下の概要は、限定としてではな
く、例として示される。それは、単に、読者が本発明の態様のいくつかを理解することを
助けるために提供されているにすぎない。
【０００５】
　一実施形態では、セーフティハーネスは、複数の肩ストラップと、腰ストラップと、複
数の肩ストラップと腰ストラップとを相互接続する重量配分組立体とを備える。重量配分
組立体は、複数の肩ストラップの近傍から腰ストラップの近傍へ荷重を移すように構成さ
れ、配置されている。
【０００６】
　一実施形態では、セーフティハーネスは、背当て組立体と、腰ベルト及び尻当てのうち
の少なくとも一方と、背当て組立体と腰ベルト及び尻当てのうちの少なくとも一方とを相
互接続する複数の肩ストラップと、背当て組立体と腰ベルト及び尻当てのうちの少なくと
も一方とを相互接続する支持組立体とを備える。支持組立体は少なくとも半硬質であり、
背当て組立体の近傍、及びそれにより、複数の肩ストラップの近傍から、腰ベルト及び尻
当てのうちの少なくとも一方の近傍へ荷重の大部分を移すように構成され配置されている
。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　詳細な説明と添付の図面に照らして考慮することで、本発明はより容易に理解すること
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ができ、その更なる利点及び利用法がよりわかりやすくなり得る。
【０００８】
【図１】本発明に従って構築された重量配分組立体を含み、ユーザによって装着されたセ
ーフティハーネスの背面図である。
【０００９】
【図２】図１に示されるユーザによって装着されたセーフティハーネスの側面図である。
【００１０】
【図３】当て物が取り外された状態の、図１に示されるユーザによって装着されたセーフ
ティハーネスの背面図である。
【００１１】
【図４】図３に示されるユーザによって装着されたセーフティハーネスの側面図である。
【００１２】
【図５】図１に示されるセーフティハーネスの背面平面図である。
【００１３】
【図６】図５に示されるセーフティハーネスの側面図である。
【００１４】
【図７】図１に示されるセーフティハーネスの背面斜視図である。
【００１５】
【図８】図１に示されるセーフティハーネスの正面斜視図である。
【００１６】
【図９】図１に示されるセーフティハーネスの正面平面図である。
【００１７】
【図１０】図１に示されるセーフティハーネスの重量配分組立体の背面斜視図である。
【００１８】
【図１１】図１０に示される重量配分組立体の背面図である。
【００１９】
【図１２】図１０に示される重量配分組立体の上面図である。
【００２０】
【図１３】図１０に示される重量配分組立体の側面図である。
【００２１】
【図１４】図１０に示される重量配分組立体の下面図である。
【００２２】
【図１５】図１０に示される重量配分組立体の正面図である。
【００２３】
【図１６】図１０に示される重量配分組立体の背面斜視図である。
【００２４】
【図１７】図１０に示される重量配分組立体の支持部材、調整可能部材、及びコネクタの
分解背面斜視図である。
【００２５】
【図１８】第１の実施形態における支持部材を有する図１７に示される重量配分組立体の
部分の背面図である。
【００２６】
【図１９】第２の実施形態における支持部材を有する図１７に示される重量配分組立体の
部分の背面図である。
【００２７】
【図２０】図１７に示されるコネクタの背面図である。
【００２８】
【図２１】図２０に示されるコネクタの下面図である。
【００２９】
【図２２】図２０に示されるコネクタの正面図である。
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【００３０】
【図２３】図２０に示されるコネクタの側面図である。
【００３１】
【図２４】図２０に示されるコネクタの背面斜視図である。
【００３２】
【図２５】図２０に示されるコネクタの正面斜視図である。
【００３３】
【図２６】一実施形態における支持部材の背面図である。
【００３４】
【図２７】図２６に示される支持部材の側面断面図である。
【００３５】
【図２８】図２６に示される支持部材の側面図である。
【００３６】
【図２９】図２６に示される支持部材の下面図である。
【００３７】
【図３０】図２６に示される支持部材の斜視図である。
【００３８】
【図３１】別の実施形態における支持部材の背面図である。
【００３９】
【図３２】図３１に示される支持部材の側面断面図である。
【００４０】
【図３３】図３１に示される支持部材の側面図である。
【００４１】
【図３４】図３１に示される支持部材の下面図である。
【００４２】
【図３５】図３１に示される支持部材の斜視図である。
【００４３】
【図３６】図１７に示される調整可能部材の背面図である。
【００４４】
【図３７】図３６に示される調整可能部材の側面図である。
【００４５】
【図３８】図３６に示される調整可能部材の正面図である。
【００４６】
【図３９】図３６に示される調整可能部材の側面断面図である。
【００４７】
【図４０】図３６に示される調整可能部材の背面斜視図である。
【００４８】
【図４１】図３６に示される調整可能部材の正面斜視図である。
【００４９】
【図４２】支持部材のボタンの側面図である。
【００５０】
【図４３】図４２に示されるボタンの背面図である。
【００５１】
【図４４】図４２に示されるボタンの側面断面図である。
【００５２】
【図４５】支持部材の付勢部材の側面図である。
【００５３】
【図４６】図４５に示される付勢部材の背面図である。
【００５４】
【図４７】支持部材の座金の背面図である。
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【００５５】
【図４８】図４７に示される座金の側面図である。
【００５６】
【図４９】支持部材の締結具の側面図である。
【００５７】
【図５０】図４９に示される締結具の背面図である。
【００５８】
【図５１】図４９に示される締結具の側面断面図である。
【００５９】
【図５２】支持部材の座金の背面図である。
【００６０】
【図５３】図５２に示される座金の側面図である。
【００６１】
【図５４】本発明に従って構築された別の実施形態における重量配分組立体を含む別の実
施形態におけるセーフティハーネスの背面図である。
【００６２】
【図５５】本発明に従って構築された別の実施形態における重量配分組立体を含む別の実
施形態におけるセーフティハーネスの背面図である。
【００６３】
【図５６】本発明に従って構築された別の実施形態における重量配分組立体を含む別の実
施形態におけるセーフティハーネスの背面図である。
【００６４】
【図５７】本発明に従って構築された別の実施形態における重量配分組立体を含む別の実
施形態におけるセーフティハーネスの背面図である。
【００６５】
【図５８】本発明に従って構築された別の実施形態における重量配分組立体を含む別の実
施形態におけるセーフティハーネスの背面図である。
【００６６】
【図５９】図５８に示されるセーフティハーネスの側面図である。
【００６７】
【図６０】図５８に示されるセーフティハーネスの背面斜視図である。
【００６８】
　慣例により、様々な上述の特徴は原寸に比例して描かれず、本発明に関連する特定の特
徴を強調するように描かれている。参照文字は図及び本文全体を通じて同様の要素を表す
。
【発明を実施するための形態】
【００６９】
　以下の発明を実施するための形態では、本明細書の一部を構成する添付の図面を参照し
、本発明を実施することができる実施形態を例として示す。これらの実施形態は、当業者
が本発明を実施することを可能にするために十分に詳細に説明されているが、他の実施形
態を利用することもでき、本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく、機械的変更を加
えることができることを理解されたい。したがって、以下の詳細な説明は、限定的な意味
で解釈されるべきではなく、本発明の範囲は、請求項及びそれらの等価物によってのみ定
義される。
【００７０】
　本発明の諸実施形態は概して、背当て組立体と腰ベルト又は尻当てとを相互接続する支
持部材又は支持組立体を含む半硬質から硬質の重量配分組立体を有し、それにより、腰ベ
ルトが適切に締められ、重量が背当て組立体のＤ環に加えられると、重量配分組立体は圧
縮荷重を受け、ユーザの脚によって支持された、ユーザの尻又は骨盤区域に荷重／重量の
大部分を移す、セーフティハーネスを提供する。これは、ユーザの肩の近傍に加わる重量
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を低減し、肩の痛み及び腰背部の痛みのリスクを低減する。加えて、これは、ハーネスが
ユーザの上にどのように位置付けられるのかに影響を及ぼし得るであろう、複数のハーネ
ス肩ストラップ内の張力を大幅に低減する。支持部材又は支持組立体のために用いること
ができるであろう材料の例は、金属、複合材材料、プラスチック、炭素繊維、及びその他
の好適な材料である。
【００７１】
　鉛直荷重を受ける重量配分組立体は種々の形態をとることができ、単一の支持部材、複
数の支持部材、及び快適性及び移動性を向上させるための様々なロケーションにおける枢
動点（単数又は複数）を含むことができるであろう。重量配分組立体は、全身ハーネスと
少なくとも部分的に一体になっていること、例えば、背当て組立体と少なくとも部分的に
一体になっていること、尻当てと少なくとも部分的にと一体になっていることができるか
、又はそれは、接続要素を介して背当て組立体及び腰ベルト／尻当ての近傍において接続
される付加機構であることができるであろう。
【００７２】
　重量配分組立体は、限定するものではないが、糸（縫糸）、リベット、コネクタ、ポケ
ット、チャネル等などの任意の好適な接続部材を介して背当て組立体及び腰ベルト／尻当
てに接続されることができるであろう。重量配分組立体はまた、引き込み式であるか、テ
レスコープ式であるか、又は他の仕方で長さを調整可能であることができるであろう。
【００７３】
　本発明の１つの利点は、ユーザの肩の近傍からユーザの尻／腰区域への工具、機器など
の重量の再配分による、セーフティハーネスを装着したユーザのための快適性の向上であ
る。その結果、ユーザは、より長い期間、より快適に作業し、より大きいか、又はより重
い個人用自動引き込み式命綱を利用することができる。
【００７４】
　現在、ユーザの肩の近傍からユーザの尻又は骨盤区域へ重量を移す、鉛直荷重を受ける
支柱、支索部材、支持部材、支持組立体、又はその他の重量を移す部材を有する全身セー
フティハーネスの商用の例は存在しない。
【００７５】
　一実施形態では、ハーネス１００は、第１及び第２の肩ストラップ１０２及び１０３と
、腰ストラップ１０６と、重量配分組立体１０８とを含む。任意選択的に、いっそうの快
適性のために、複数の肩ストラップとユーザとの間に、ユーザの鎖骨の近傍から背当て組
立体１１０まで、当て物１１１を用いることができるであろう。概して、重量配分組立体
１０８は、肩ストラップ１０２及び１０３に動作可能に接続された背当て組立体１１０と
、腰ストラップ１０６に動作可能に接続されたコネクタ１６０と、背当て組立体１０８と
コネクタ１６０とを相互接続する支持組立体１２９とを含む。
【００７６】
　背当て組立体は、複数の肩ストラップとＤ環とを相互接続するために一般的に用いられ
ている。概して、背当て組立体は、Ｄ環を複数の肩ストラップに接続するために複数の肩
ストラップが通されるスロットを含む。図１５に示されるように、背当て組立体１１０は
、肩ストラップ１０２が通されるスロット１０４ａ及び１０５ａを含み、肩ストラップ１
０３が通されるスロット１０４ｂ及び１０５ｂを含む。Ｄ環１１３は上部スロット１０４
ａ及び１０４ｂと下部スロット１０５ａ及び１０５ｂとの間に位置付けられ、肩ストラッ
プ１０２及び１０３はまた、Ｄ環１１３にも通される。複数の肩ストラップは背当て組立
体を異なって通されることが可能であろうことが認識される。背当て組立体１１０は、当
技術分野において知られていない追加の特徴を含む。背当て組立体１１０は、安全機器が
Ｄ環１１３に迅速に接続されることを可能にし、Ｄ環の環部を追加の安全機器、救助、及
び同様のもののために利用可能な状態に保つ、コネクタ組立体１１２を含む。背当て組立
体１１０はまた、支持組立体１２９の一部分を受容するように構成され、配置された受容
器部分１１４を含む。好ましくは、受容器部分１１４は背当て組立体１１０と一体になっ
ているが、それは、背当て組立体１１０に動作可能に接続された別個の構成要素であるこ
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とができるであろう。受容器部分１１４は、Ｄ環１１３の下方において上部１１５を背当
て組立体１１０の基部に相互接続する側部１１６ａ及び１１６ｂを含む。側部１１６ａ及
び１１６ｂは、締結具１２２が、支持組立体を背当て組立体１１０に枢動可能に接続する
ために貫いて延びる、対応する、整列したアパーチャ１１７ａ及び１１７ｂを含む。背当
て組立体１１０の基部、上部１１５、及び側部１１６ａ及び１１６ｂは、支持組立体１２
９の一部分が挿入される空洞１１８を形成する。支持組立体の一部分を背当て組立体に接
続するための他の好適な方法を用いることも可能であろうことが認識される。
【００７７】
　支持組立体１２９は、支持組立体１２９の長さが所望に応じて調整され得るように互い
に対して可動である、支持部材１３０若しくは１３０’並びに調整可能部材１５０を含む
。支持部材１３０は好ましくは、その第２の下端部１４１の近傍に屈曲部１４０を含む細
長い部材である。屈曲部１４０は、第１の上端部１３１がユーザの肩甲骨の近傍にあり、
第２の下端部１４１がユーザの腰の近傍にあることを可能にする。これによって、ユーザ
が、直立した、立った姿勢でいる時における、重量をより下向きの鉛直方向に移すことが
可能になる。好ましくは、屈曲部１４０は、支持部材１３０をおよそ４５度に折り曲げ、
およそ３／４インチ（１．９センチメートル）のオフセットを作り出す２つの湾曲を含む
。これは、前に屈んだ時に、支持部材１３０がユーザの背中に触れないようにすることを
助ける。他の角度及びオフセット寸法を用いることも可能であろうことが認識される。支
持部材１３０の重量を低減するために、少なくとも１つの孔が支持部材１３０を貫いて長
手方向に延在してもよい。第１の端部１３１は、その上面及び下面を貫いて延在するアパ
ーチャ１３２を含む。図２６及び図２７に示されるように、アパーチャ１３２は上面の近
傍では下面よりも大きく、座部１３３を形成する。アパーチャ１３２は、ボタン組立体を
受容するように構成され、配置されている。ボタン組立体は、付勢部材１３４、ボタン１
３５、及び固定部材１３９を含む。図４２～図４８に、これらが示される。ボタン１３５
は、頭部１３６、シャフト１３７、及び端部１３８であって、その遠位端部の部分を貫い
て長手方向に延在する空洞１３８を有する、端部１３８を含む。シャフト１３７は付勢部
材１３４内の孔を貫いて延び、付勢部材１３４は座部１３３とボタン１３５の頭部１３６
との間のアパーチャ１３２内に捕捉され、固定部材１３９は第１の端部１３１の下面近傍
においてボタン１３５の端部１３８に接続される。ボタン１３５の端部１３８は、ボタン
１３５を固定するためにリベットのように変形され、固定部材１３９は座金である。第２
の端部１４１は、その上面及び下面を貫いて延在するアパーチャ１４２を含む。
【００７８】
　図１８、図１９、及び図２６～図３５に示されるように、異なる長さを支持部材のため
に用いることができるであろう。例えば、支持部材１３０は普通サイズのハーネスのため
に用いることができ、より長い支持部材１３０’は、背の高いサイズのハーネスのために
用いることができるであろう。図３１～図３５は、より長い支持部材１３０’のための対
応する要素を示す。支持部材１３０’は好ましくは、その第２の下端部１４１’の近傍に
屈曲部１４０’を含む細長い部材である。屈曲部１４０’は、第１の上端部１３１’がユ
ーザの肩甲骨の近傍にあり、第２の下端部１４１’がユーザの腰の近傍にあることを可能
にする。これによって、重量をより下向きの鉛直方向に移すことが可能になる。好ましく
は、屈曲部１４０と同様に、屈曲部１４０’は、前に屈んだ時に、支持部材１３０’がユ
ーザの背中に触れないようにするためのオフセットを作り出す。支持部材１３０’の重量
を低減するために、少なくとも１つの孔が支持部材１３０’を貫いて長手方向に延在して
もよい。第１の端部１３１’は、その上面及び下面を貫いて延在するアパーチャ１３２’
を含む。図２６及び図２７に示されるように、アパーチャ１３２’は上面の近傍では下面
よりも大きく、座部１３３’を形成する。アパーチャ１３２’は、図１７に示されるもの
と同様のボタン組立体を受容するように構成され、配置されている。
【００７９】
　図３６～図４１に、調整可能部材１５０が示される。調整可能部材１５０は概ね円筒形
であり、支持部材１３０又は１３０’を受容するように構成され、配置された孔１５８を
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有する。調整可能部材１５０は、上部１５１であって、それに沿って複数のアパーチャ１
５２が離れて配置されている、上部１５１、この上部１５１と、第１の端部１５５の近傍
から第２の端部１５７まで延在するスロット１５４ａを含む後部１５４とを相互接続する
側部１５３を含む。第１の端部１５５はその側部内にアパーチャ１５６ａ及び１５６ｂを
含む。調整可能部材１５０は、支持部材１３０又は１３０’に対してスライドするように
構成され、配置されている。支持部材１３０又は１３０’のボタン１３５は、支持組立体
の長さを所望に応じて調整するためにアパーチャ１５２のうちの１つを貫いて延出するよ
うに構成され、配置されており、スロット１５４ａは、ボタン１３５が押されると、ボタ
ン１３５の端部１３８が長さに沿ってスライドすることを可能にする。好ましくは、ボタ
ン１３５の固定部材１３９は、図１３及び図１５に示されるように、調整可能部材１５０
の外部に位置付けられている。ボタン１３５は、それが付勢部材１３４によって支持部材
１３０又は１３０’から外向きに付勢される、第１の係合位置、並びにそれが付勢部材１
３４を圧縮する、第２の解放位置を有する。係合位置では、ボタン１３５はアパーチャ１
５２のうちの１つを貫いて延出し、解放位置では、ボタン１３５はアパーチャ１５２のう
ちの１つを貫いて延出せず、支持部材１３０又は１３０’と調整可能部材１５０とが互い
に対してスライドすることを可能にする。図１０に示されるように、締結具１２２は、受
容器部分１１４内のアパーチャ１１７ａ及び１１７ｂを貫くとともに、調整可能部材１５
０内のアパーチャ１５６ａ及び１５６ｂを貫いて延び、それらを枢動可能に接続する。
【００８０】
　他の好適な種類の調整デバイスを用いることも可能であろうことが認識される。例えば
、複数の対応するアパーチャが調整可能部材及び支持部材の側部に沿って延在することが
でき、クイックリリースピンなどの締結具を、それらを所望の長さにおいて接続するため
に用いることができるであろう。支持組立体を調整可能にする他の方法としては、限定す
るものではないが、外部部材上のナット及びテーパねじを利用して内部部材に径方向圧力
を加える２つのテレスコープ式管状部材を含む組立体、一方の部材は、切り欠き、穴、若
しくはその他の好適な受容幾何構造を含み、他方の部材は、支持組立体と垂直な軸の周り
に、受容幾何構造と係合することになる位置まで回転することができる機構を含む、２つ
の部材、回転可能なカムを利用して内部部材に圧力を加えるテレスコープ式組立体、雄ね
じ付き部分及び雌ねじナットを組み込み、どちらかの構成要素の回転によって支持部材を
縮めるか、若しくは引き伸ばす組立体、並びに止めねじ若しくは内部部材に対して圧力を
加えるためのその他のねじ付き構成要素を含むテレスコープ式組立体を挙げることができ
るであろう。
【００８１】
　コネクタ１６０は支持部材１３０又は１３０’と腰ストラップ１０６とを相互接続する
。コネクタ１６０は、開口部１６３を有する第１の端部１６２、及び開口部１６５を有す
る第２の端部１６４を有する後板部分１６１を含む。前板部分１６６が開口部１６３及び
１６５の間に延在し、前板部分１６６と後板部分１６１との間の中央部分１６８の近傍に
少なくとも１つのチャネル又は空洞１６７を形成する。前板部分１６６は、アパーチャ１
６９ａ、及びアパーチャ１６９ａの周りの座ぐり部分であるレセプタクル１７０ａを含み
、後板部分１６１は、アパーチャ１６９ｂ、及びアパーチャ１６９ｂの周りの座ぐり部分
であるレセプタクル１７０ｂを含む。側部１７１及び１７２が前板部分１６６及び後板部
分１６１から外側へ延在する。腰ストラップ１０６は、開口部１６３を通り抜け、前板部
分１６６を覆い、開口部１６５を通り抜けて延びる。側部１７１及び１７２は腰ストラッ
プ１０６をコネクタ上の正しい位置に保つ。コネクタ１６０はまた、尻当てに動作可能に
接続されるか、又は尻当てと一体になることによって、ハーネスの尻当て内に組み込まれ
ることも可能であろう。
【００８２】
　図１０に示されるように、締結具１４３が支持部材１３０又は１３０’をコネクタ１６
０に接続する。締結具１４３は、頭部１４４、シャフト１４５、及び端部１４６であって
、その遠位端部の一部分を貫いて長手方向に延在する空洞１４６ａを有する、端部１４６
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を含む。締結具１４３は、支持部材内のアパーチャ１４２を貫くとともに、コネクタ１６
０内のアパーチャ１６９ａ及び１６９ｂを貫いて延びる。締結具１４３の頭部１４４はレ
セプタクル１７０ａ内に座し、固定部材１４７がレセプタクル１７０ｂ内に座する。図４
９～図５３に、これらが示される。締結具１４３の端部１４６は、締結具１４３を固定す
るためにリベットのように変形され、固定部材１４７は座金である。チャネル又は空洞１
６７は、支持部材１３０又は１３０’が締結具１４３に対して枢動することを可能にする
。
【００８３】
　作業時、ユーザは、支持組立体が所望の長さになっているかどうかを判定する。その長
さを調整するために、ユーザはボタン１３５を押し、それを解放位置内に移動させ、その
後、支持部材１３０若しくは１３０’並びに調整可能部材１５０を所望の長さまでスライ
ドさせる。ボタン１３５は付勢部材１３４によって付勢されているため、ボタン１３５は
隣接するアパーチャ１５２を貫いて延出することになり、ユーザは、長さを調整し続ける
ために毎回ボタン１３５を押すことが必要になる。これは、ユーザがハーネスを装着する
前、又はその後に行われてもよい。ユーザがハーネスを装着した後に、支持組立体は、更
なる移動性及び快適性のために、締結具１２２の周りに第１の方向に、及び締結具１４３
の周りに第２の方向に枢動可能になる。例えば、支持組立体は、ユーザが、左右に体を曲
げた時に、支持組立体による抵抗を感じないように、回転することが可能になる。
【００８４】
　図５４に示されるように、ハーネス２００は別の実施形態の重量配分組立体を含む。本
実施形態では、支持部材２３０は、Ｄ環２１３の上方及び下方の近傍において背当て組立
体２１０に動作可能に接続された細長い部材である。支持部材２３０の中間部分がＤ環２
１３の上方の背当て組立体２１０内の受容チャネル２１４を通り抜けて延び、Ｄ環２１３
の両側で曲げられ、その後、２つの脚部がＤ環２１３の下方で交差し、概ね三角形の形状
を形成する。２つの脚部が交差し、分岐して延びる、２つの脚部の接合部は、固定部材２
３９を用いて背当て組立体２１０に固定されている。脚部は下向きに延び、腰ベルト／尻
当て２２０に動作可能に接続している。腰ベルト／尻当て２２０は、脚部を腰ベルト／尻
当て２２０に固定するための締結部材２６３及び２６５を含む。支持部材２３０を用いて
背当て組立体２１０と腰ベルト／尻当て２２０とを相互接続することによって、重量が背
当て組立体２１０の近傍から腰ベルト／尻当て２２０の近傍へ移される。
【００８５】
　図５５に示されるように、ハーネス３００は別の実施形態の重量配分組立体を含む。本
実施形態では、支持部材は、背当て組立体３１０と腰ベルト／尻当て３２０との間の複数
の肩ストラップの通り道近傍において背当て組立体３１０と腰ベルト／尻当て３２０とを
相互接続する第１の支持部材３３０ａ及び第２の支持部材３３０ｂを含む。支持部材３３
０ａ及び３３０ｂは、背当て組立体３１０及び腰ベルト／尻当て３２０に縫い付けられる
か、又は種々の一般の締結具を用いて別様に接続されることができるであろう。また、尻
当て上、又はその内部に、支持部材３３０ａ及び３３０ｂが挿入されるポケットを含める
という別の選択肢もある。背当て組立体３１０は射出成形プラスチック（例えば、ナイロ
ン６－６）で作製することが可能であり得、（例えば、米国特許第７，０７３，６２７号
に開示されているものなどの）ばね付勢されたＤ環３１３を支持するためのハウジングの
役割を果たし、ハーネスの肩ストラップのウェビングを、Ｄ環３１３の開口部を通して導
くのを助ける。また、背当て組立体３１０並びに支持部材３３０ａ及び３３０ｂを、一体
に接続された２つの別個の構成要素の代わりに、１つの組立体／構成要素とすることが可
能となり得る別の選択肢もある。これは、支持部材３３０ａ及び３３０ｂが尻当ての一部
であり、背当て組立体３１０に接続される、逆の様態で機能することも可能であろう。ま
た、背当て組立体３１０、尻当て、及び支持部材（単数又は複数）を全て、ハーネス内に
組み込まれた１つの組立体／構成要素とすることが可能であり得る更に別の選択肢もある
。
【００８６】
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　図５６に示されるように、ハーネス４００は別の実施形態の重量配分組立体を含む。本
実施形態では、支持部材４３０は概ね菱形の形状に作られ、２つの側部４３０ａ及び４３
０ｂが、通気のための背当て組立体４１０と腰ベルト／尻当て４２０との間の開口部、及
び移動性をより良好にするための腰ベルト／尻当て４２０の近傍の任意選択的な枢軸を形
成する。支持部材４３０は、背当て組立体４１０近傍の布カバーの下をくぐって延び、Ｄ
環４１３の近傍において、リベット、ボルトなどを用いて背当て組立体４１０に機械的に
締結されている。これは、また、縫合又はその他の好適な締結部材を介して達成すること
もできるであろう。
【００８７】
　図５７に示されるように、ハーネス５００は別の実施形態の重量配分組立体を含む。本
実施形態では、支持部材５３０は、背当て組立体５１０及び腰ベルト／尻当て５２０の一
方又は両方の近傍における任意選択的な枢軸を有する棒状の部材である。支持部材５３０
の上部はＤ環５１３の近傍において背当て組立体５１０に動作可能に接続されている。支
持部材５３０は単一の部材であることができるか、あるいはそれは、内部で第２の支持部
材がスライド可能に移動することが可能となり得るチャネルを有する第１の支持部材を含
むことが可能であり得、それにより、調整可能支持部材を提供し、好適なロック機構が第
１の支持部材と第２の支持部材とを所望の長さにおいて相互接続することができるであろ
う。例えば、第２の支持部材は、第１の支持部材内に形成された複数の切り欠き又はアパ
ーチャのうちの任意のものを貫いて延出するように構成され、配置された突起又は締結部
材を含むことができるであろう。
【００８８】
　図５８～図６０に示されるように、ハーネス６００は別の実施形態の重量配分組立体を
含む。本実施形態では、支持部材６３０は背当て組立体６１０と一体になっていることが
可能であり得、腰ベルト／尻当て６２０に動作可能に接続されている。延長部分６１４が
背当て組立体６１０のＤ環６１３の近傍から下向きに延びている。延長部分６１４は背当
て組立体６１０と一体になっていることが好ましいが、それらは、当技術分野において周
知の好適な手段によって動作可能に一体に接続されていてもよい。延長部分６１４から下
向きに延在しているのは、複数の肩ストラップが通されるチャネル形成部分６１４ａ及び
６１４ｂである。支持部材６３０は、チャネル形成部分を相互接続する脚部６３０ａ及び
６３０ｂ、並びに脚部６３０ｃを有するＹ字状部分を含む。脚部６３０ｃは、脚部６３０
ｃが内部を通って延びるチャネル６６７を有するコネクタ６６０を用いて、腰ベルト／尻
当て６２０に動作可能に接続されている。支持部材６３０はまた、腰ベルト／尻当て６２
０の近傍において枢動可能であることもできるであろう。腰ベルト／尻当てを補強するた
めに、任意の好適な材料で作製されたプレート部材を用いることができるであろう。支持
部材及び背当て組立体の組み合わせは、耐久プラスチック（例えば、ナイロン６－６）か
ら作製され、射出成形されることが可能であろうが、所望される剛性のレベルに応じて、
アルミニウム、鋼鉄などから製造されることも可能であろう。
【００８９】
　以上の明細書、実施例、及びデータは、本発明の諸実施形態における組成物の製造及び
使用について、完全な説明を提供している。本明細書においては、特定の実施形態が例示
され、説明されたが、同じ目的を達成するために計算された任意の構成を、示された特定
の実施形態の代わりに用いることが可能であることが当業者には理解されるであろう。本
出願は、本発明の任意の適応例又は変形例を包括することを意図されている。したがって
、本発明が特許請求の範囲及びその均等物によってのみ限定される点を明示するものであ
る。
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